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第３１回 飯豊町農業委員会総会議事録 

 

1．開催日時 令和５年１月２５日（水） 午後１時３０分開議 

2．開催場所 飯豊町役場  大会議室 

3．出席委員（10 人） 

1 番 鈴木 智 2 番 朝倉隆一郎 3 番 舟山 平次 

4 番 手塚 房夫 5 番 木村 朝子   6 番 鈴木 寛幸 

7 番 横澤 謙次 8 番 二瓶 幸浩 9 番 高橋 泰美 

10 番 安部 数幸     

4. 欠席委員   

5．農業委員会事務局員   竹田辰秀事務局長 手塚寿子局長補佐 佐藤克宣主事  

6．議事日程 

日程第  １        会議録署名委員の指名について 

日程第  ２        会期の決定について 

日程第  ３ 報告第７９号 農地法第１８条の規定による報告について 

日程第  ４ 議案第９４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第  ５ 議案第９５号 飯豊町農用地利用集積計画の承認について  
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議  長    新年あけましておめでとうございます。10年に１度の大寒波ということでありま

したが、朝、少し吹いた感じで、積雪もそんなになく、このままで済んでくれたい

いと思ったところであります。 

昨年から続いているコロナは、年末に増えてきましたが、全国的に落ち着きがある

ということで、このまま終息の方に進んでくれればと願ってやまないところでありま

すが、伝染病としても 2類から 5類に落として、経費の削減等を政府の方は考えてい

つようでもあります。農地に関しては、昨年末も話はしましたが、新年度から、長期

目標ということで、地域目標の設定が本格的に始まりますので、みなさんのお力をお

借りしながら、各地域に入って、地域目標を策定していく作業に入りますので、大変

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより第 31回飯豊町農業委員会総会を開催致します。定足数に

達しておりますので、会議は成立いたします。日程第 1「会議録署名委員の指名に

ついて」運営内規第 8条の規定により、8番二瓶幸浩委員、9番高橋泰美委員を指名

致します。日程第 2「会期の決定について」をお諮りいたします。会期は本日 1 日

限りとしたいと思いますが異議ございませんか。 

 

委  員   全員異議なし。    

 

議  長   異議なしと認め、本日 1日限りといたします。それでは、日程第３報告第７９号「農

地法第１８条の規定による報告」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を

求めます。 

 

事務局    農地法第１８条の規定による解約の通知がありましたので、報告をいたします。 

 

1番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字中ノ目 3992-2はじめ 2筆 

地目地積 田 2筆で 3,755㎡ 

2番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 中字原尻 3255-1 

地目地積 田 1筆で 5,856㎡ 

3番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 椿字中椿 3244-1はじめ 3筆 

地目地積 田 3筆で 21,276㎡ 

4番 貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 
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借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 椿字中椿 3346-1 

地目地積 田 1筆で 2,059㎡ 

5番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 椿字屋嶋一 713-3はじめ 7筆 

地目地積 田 7筆で 21,048㎡ 

6番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字原尻 742-1 

地目地積 畑 1筆で 2,010㎡ 

7番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字原尻 3750 

地目地積 田 1筆で 5,948㎡ 

8番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 中字山王原 2327-1はじめ 2筆 

地目地積 田 2筆で 9,104㎡ 

9番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 椿字上椿 3662-1はじめ 2筆 

地目地積 田 2筆で 1,287㎡ 

10番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 黒沢字谷地田一 2120 

地目地積 田 1筆で 300㎡ 

11番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 黒沢字谷地田一 2120 

地目地積 田 1筆で 2,596㎡ 

12番 

貸 付 人 〇〇〇 〇〇〇 

借 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 椿字鳥井先 3782-1 

地目地積 田 1筆で 6,628㎡ 

以上 12件につきまして、ご報告致します。 

 

 

議  長   報告ですので、ご了承ください。続きまして、日程第４議案第９４号「農地法第３
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条の規定による許可申請について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

を求めます。 

 

事務局    農地法第３条の規定による許可申請がありましたので、説明いたします。 

1番 

所 有 者 〇〇〇 〇〇〇 

耕 作 者 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 小白川字野山 3267-56はじめ 11筆 

地目地積 田 7筆畑 4筆で 35,052㎡ 

 

以上 1 件につきまして、農地法第 3 条第 2 項の各号に該当せず、許可要件を満たし

ており問題ないと思われますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 

議  長   事務局からの説明が終わりました。事務局からの説明に関連して、当該委員の現地

調査の結果ならびに補足説明をお願いします。〇〇〇 

 

〇〇〇    1 番の案件ですが、〇〇〇と確認して参りました。親子間の更新でありまして、〇

〇〇は、作業面、経営面の上でも問題なく、小白川の 1 番若い後継者として頑張っ

ておられますので、何ら問題ないと考えておりますので、よろしくご審議お願い申

し上げます。 

 

議  長   これより質疑に入ります。ただいまの事務局に説明について、質問、意見等ありま

したらお願いいたします。格別ないようでしたら、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委  員   全員挙手 

 

議  長   挙手全員です。よって承認することに決定いたしました。続きまして、日程第５議

案第９５号「飯豊町農用地利用集積計画の承認について」を議題とします。事務局

より議案の朗読と説明を求めます。 

 

事務局    農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について説明いたします。

所有権移転は 2 件、利用権設定は 5 件、合計 7 件でございます。 

 

1番 

譲 渡 人 〇〇〇 〇〇〇 

譲 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 添川字中洞三 6707はじめ 2筆 

地目地積 田 2筆で 3,847㎡ 

2番 

譲 渡 人 〇〇〇 〇〇〇 

譲 受 人 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字道六神 4137 
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地目地積 田 1筆で 150㎡ 

3番 

所 有 者 〇〇〇 〇〇〇 

耕 作 者 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字中ノ目 3992-2はじめ 2筆 

地目地積 田 2筆で 3,755㎡ 

4番 

所 有 者 〇〇〇 〇〇〇 

耕 作 者 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 添川字尼ケ沢 7153 

地目地積 田 1筆で 492㎡ 

5番 

所 有 者 〇〇〇 〇〇〇 

耕 作 者 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字清水 3625-1はじめ 2筆 

地目地積 田 2筆で 4,542㎡ 

6番 

所 有 者 〇〇〇 〇〇〇 

耕 作 者 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字北三本柳 3594-1 

地目地積 田 1筆で 1,570㎡ 

7番 

所 有 者 〇〇〇 〇〇〇 

耕 作 者 〇〇〇 〇〇〇 

申 請 地 萩生字清水 3618-1 

地目地積 田 1筆で 1,801㎡ 

農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件、従業時間、従事日数等、すべてに

ついて該当するものであります。ご承認下さいますようよろしくお願い致します。 

 

議  長   事務局からの説明が終わりました。事務局からの説明に関連して、当該委員の現地

調査の結果ならびに補足説明をお願いします。〇〇〇 

 

 

〇〇〇    1 番の案件ですが、〇〇〇、〇〇〇は同じ地区で、〇〇〇が是非買って欲しいと依

頼があったようで、お互い納得しています。値段も納得していて何ら問題ないと思

います。4 番の案件ですが、〇〇〇の農地を近くの〇〇〇が転作をしていたんです

が、〇〇〇も出来ないということで、その間に入っている〇〇〇のも一緒に借りて

ほしいということで、〇〇〇も納得しています。なかなか傾斜があって大変なので、

小作料がこのような金額になっていますが、お互い納得してるので、問題ないと思

います。 

 

議  長   他にございませんか。〇〇〇 

 

〇〇〇    2 番の案件ですが、〇〇〇の３反田んぼの角の方に 150 ㎡の〇〇〇の田があり、非
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常に不便なので、両者の話し合いの結果、無償ということで、了解しているようで

して、何ら問題ないと思います。3 番の案件ですが、〇〇〇、〇〇〇の解約があり

ましたが、〇〇〇が高齢になって返還することとなり、〇〇〇が、その農地を借り

受けることになりました。〇〇〇につきましては、米作りに一生懸命な方で、何ら

問題ないと思います。5 番の〇〇〇、6 番の〇〇〇、7 番の〇〇〇は、いずれも〇〇

〇で借り入れるということで、再設定で、今まで問題なく、やっておられますので、

これからも問題ないと思います。 

 

議  長   これより質疑に入ります。ただいまの事務局に説明について、質問、意見等ありま

したらお願いいたします。格別ないようでしたら、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委  員   全員挙手 

 

議  長   挙手全員です。よって承認することに決定しました。以上で本日の議案は全て終了

いたしました。第３１回飯豊町農業委員会総会を終了いたします。ご苦労様でした。 

       （ 午後１時５０分閉会した。） 

 以上、会議の顛末を記載し内容に相違ないことを認め、ここに署名する。 

 

   令和５年１月２５日 

           

   議  長                   

 

             署名委員（８番）               

 

             署名委員（９番）               

 

 


